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(57)【要約】
　通気装置及びそれを使用する方法が開示される。この
装置は、一貫して自動化された方法で、再現可能な気管
内エアロゾルを投与するためのインタラクティブシステ
ムを備える。この通気システムは、特に、マウス及びラ
ットを含む実験動物と共に使用するため、及び、動物用
医薬品の実施において肺経路を通して小動物を取り扱う
ためにも有用である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソレノイドに適合されたエアポンプと、
　前記エアポンプに適合され、カニューレと、薬物組成物を含有するチャンバと、を備え
る、薬物送達デバイスと、
　麻酔をかけられた動物の呼吸周期を検知する１つ以上のセンサと、
　前記１つ以上のセンサからの信号を分析し、伝送し、動物の呼吸パターンを判別し、表
示する実行可能なアルゴリズム、を有するデータ獲得ボードであって、前記実行可能なア
ルゴリズムは、前記麻酔をかけられた動物の呼吸周期に対応する所定の間隔で、前記ソレ
ノイドを動作させる命令を含む、データ獲得ボードと、を備える、
　薬物送達システム。
【請求項２】
　動物の呼吸を検知するように構成された第２のセンサを有する、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記１つ以上のセンサは、加速度計、マイク、サーミスタ、トランスデューサのうちの
少なくとも１つである、
　請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記１つ以上のセンサは、マイクである、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　呼吸による動物の腹部及び／又は胸部の膨張を検知し、入力信号を生成し、分析のため
に、当該入力信号をマイクロプロセッサに通信する１つ以上のセンサを備える調節可能な
ストラップを備える、動物配置領域を有するプラットフォームを備える、第１のデバイス
と、
　ソレノイドと、注射器ポンプと、粉末貯蔵庫と、を備える第２のデバイスであって、前
記ソレノイドは前記注射器ポンプを加圧するオンボードのリレー出力システムによって動
作する、第２のデバイスと、
　を備え、
　前記第２のデバイスは、動物の呼吸パターンを検知し、分析し、命令を送信するプログ
ラム可能なアルゴリズムを有するコンピュータインタフェースをさらに備え、吸入中、所
定の間隔で、前記注射器ポンプを加圧するために前記ソレノイドを動作させる、
　装置。
【請求項６】
　前記プラットフォームを固定する搭載手段をさらに備える、
　請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１のデバイスは、動物の呼吸を検知するように構成された、第２のセンサをさら
に備える、
　請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記１つ以上のセンサは、加速度計、マイク、サーミスタ、トランスデューサのうちの
少なくとも１つである、
　請求項５乃至７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記１つ以上のセンサは、マイクである、
　請求項５乃至８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　ソレノイドに適合された自動化されたエアポンプの注射器を備える通気装置に動物を配
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置することと、
　前記動物の呼吸信号を検知するために、当該動物上又はその付近に、前記呼吸信号を検
知し、伝送し、データ獲得ボードと通信するように構成された１つ以上のセンサを配置す
ることと、
　実行可能なアルゴリズムを有するマイクロプロセッサを使用してリアルタイムで前記動
物の呼吸頻度及び周期を判別し、分析するために、当該動物の呼吸周期からの前記呼吸信
号を分析することと、
　前記動物の呼吸周期に対応する吸入の所定の間隔で、所定の力を生成するために、前記
ソレノイドを動作させることによって、試験組成物の用量を吸入間隔で投与することと、
を含む、
　通気方法。
【請求項１１】
　前記通気装置は、カニューレと、薬物組成物を含有するチャンバと、を備える通気デバ
イスをさらに備える、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上のセンサは、加速度計、マイク、サーミスタ又はトランスデューサである
、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つ以上のセンサは、マイクである、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記動物は、麻酔をかけられている、
　請求項１０乃至１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ソレノイドを動作させることは、プログラム可能なアルゴリズムを有するコンピュ
ータインタフェースからの信号から実行される、
　請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ソレノイドを動作させることは、前記試験組成物の前記用量を放出する前記エアポ
ンプの注射器において空気圧を発生させる、
　請求項１０乃至１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記動物に、前記通気デバイスから前記カニューレを挿管すること、をさらに含む、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記動物上又はその付近に前記１つ以上のセンサを配置することは、自動化されている
、
　請求項１０乃至１７のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１３年８月５日に出願された、米国仮特許出願第６１／８６２４８４号
の利益を主張するが、その全体の開示がここにおいて、参照により取り込まれる。
【０００２】
　本開示は、吸入周期中の動物の肺に対する一貫した粉末の放出を送達するための通気装
置及び方法を含む、薬物送達システムに関する。特に、本装置は、通気によって、薬物を
、例えば、局所的な且つ／又は全身の薬物投与の調査のため、実験動物に対して送達する
ために使用され得る自動化されコンピュータ化されたシステムで構成されている。本装置
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は、一貫して、且つ、再現可能に、薬物の送達を達成する。
【０００３】
　本明細書で引用される全ての参照及びそれらの参照は、ここにおいて、追加的若しくは
代替的な詳細、特徴、及び／又は、技術背景の教示に適切な箇所で、全体として、参照に
よって取り込まれる。
【背景技術】
【０００４】
　投与の肺経路は、局所状態の治療又は全身吸収を実現するために薬剤を肺の中に送達す
るのに有用である。局所治療のために、薬剤は、化合物が効果を発揮し得る必要がある箇
所に直接に送達され得る。肺に送達される多くの現在の薬物は、肺の組織で効果を有する
ように設計されている。肺送達のための薬剤の例には、血管拡張剤、界面活性剤、化学療
法剤又はインフルエンザ若しくは喘息、ＣＯＰＤ、嚢胞性線維症及び肺感染症を含む、他
の呼吸器疾患の病気の治療のためのワクチンが含まれる。経肺投与は、これらの慢性及び
急性の症状の迅速な治療を可能にする。喘息などの肺疾患を治療する製剤は、ＰＵＬＭＯ
ＺＹＭＥ（登録商標）での治療などのネブライザを使用すること、ＳＹＭＢＩＣＯＲＴ（
登録商標）などの定量吸入器を使用すること、ＡＤＶＡＩＲ　ＤＩＳＫＵＳ（登録商標）
、ＰＵＬＭＩＣＯＲＴ　ＦＬＥＸＨＡＬＥＲ（登録商標）などの乾燥粉末吸入器を使用す
ること、を含む複数の方法によって得られる。遺伝療法を含む、他の種類の治療における
、ヌクレオチド製剤などの生物製剤が、肺に送達され、例えば、嚢胞性線維症の遺伝子治
療のため、効果的なアデノシンデアミナーゼを発現するレトロウイルスベクターが肺に送
達される。
【０００５】
　現在、生物製剤を使用して全身性疾患を治療する製剤が、主に注射可能な組成物を通し
て得られる。ＥＸＵＢＥＲＡ（登録商標）及びＡＦＲＥＺＺＡ（登録商標）を含む、イン
スリンの肺吸入及び全身送達のための乾燥粉末組成物が使用されている。
【０００６】
　全身吸収が望ましい場合において、肺の広大な表面積、その薄い壁構造及びその体循環
への局所的な近接性は、有益である。肺への薬物の送達は、酵素の失活又は腸における分
解に敏感な、タンパク質及びペプチドなどの活性を有する薬剤の経口投与を上回る利点を
提供する。さらに、肺を経由する体循環への吸収は、注射及び他の投与経路によって送達
される大部分の薬物の代謝作用の場である肝臓をバイパスするため、より効果的に目標組
織に到達する。ペプチド及びタンパク質から小分子にわたる、肺を経由して多数の他の組
成物を全身投与する可能性は、度々、使用される送達システムに依存する多数の調査及び
手法を必要とする。
【０００７】
　肺送達のために、薬剤は、エアロゾル化され、患者に吸入されるよう、度々、液体又は
乾燥粉末の形式に製剤化される。エアロゾル化は、液体又は乾燥粉末の形式のペイロード
を呼吸に適した分散体に変換する、吸入器、アトマイザ及びネブライザなどの送達デバイ
スによって実現される。分散体は、気道を移動し、肺に堆積するのに適した小さい粒子で
構成されている。大きすぎる粒子は、過度の慣性を有し、喉の奥に衝突し、飲み込まれる
。小さすぎる粒子は、吐き出され得、肺に堆積しない。
【０００８】
　初期の薬物の製剤の開発作業は、度々、非臨床試験を必要とする。これは、マウス、ラ
ット及び他のげっ歯類を含む、小動物を関与させることがあり、薬物の送達、暴露、結果
として得られる効果が、大型動物及びヒトへの投与試験に移行する前に調査され得る。薬
物動態学的及び薬力学的効果は、候補の薬物製剤の開発を進行させ又は中止するのに役立
つ動物モデルを用いて、有害事象とともに評価され得る。したがって、潜在的な薬物を評
価する場合に、試験されている製剤の送達が、より高い精度でヒトにおいて想定される送
達に一致していることを確かめることは、極めて重要である。例えば、薬物が、乾燥粉末
製剤とともに吸入器を使用する単一の吸入における送達のために意図されるならば、小動
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物試験は、ヒトにおいて想定される手法を模するべきである。
【０００９】
　肺送達のための薬物の送達及び効果の評価に用いられる現在のモデルの方法論は、液体
の点滴注入又は乾燥粉末通気を含む。これらの方法は、候補の薬物製剤を直接肺に配置す
ることを可能とするため、研究者によって開発された。これらの方法は、ペンセンチュリ
ー（ＰｅｎｎＣｅｎｔｕｒｙ）ＤＰ－４などの注射器のようなシステムを利用し、細長く
平滑化されたカニューレ、乾燥粉末チャンバ及び注射器が、当該チャンバの内容物を動物
の肺の中に分散させるために使用される。通気を実行するため、動物は、軽く麻酔をかけ
られ、デバイスカニューレを、声帯を越えて、気管支に至る気管の分岐である竜骨の直前
の気管中に挿入するために挿管される。挿入ステップ中、研究者がカニューレを導入する
のを補助するため、喉頭鏡が度々使用される。その後、液体、懸濁液又は粉末のいずれか
の内容物をチャンバから押し出し、カニューレを押し下げ、動物の肺の中に入れるように
、注射筒が押し下げられる。吸入器から粉末を放出する空気の体積は、典型的には、動物
の種により、１．０から５．０ｍｌの間である。この器具を用いれば、粉末チャンバ内部
でのバルブ機能が、最低閾値圧力に達するまで、気流及び後続のエアロゾル化を防止する
。したがって、研究者は、活性化中、注射器プランジャを押し下げる手動力を加え、それ
によって、最小の空気の体積で、チャンバの内容物をエアロゾル化する。
【００１０】
　前述の技術は、２つの主要な課題に直面する。第１の課題は、呼吸周期中の薬物の送達
のタイミングに関することである。吐き出し中に粉末を動物に放出することは、内容物が
吹き返され、被験体に送達されない可能性があるため、最適以下の送達の結果となる。粉
末の送達で、粉末の吹き返し状態は、薬物の吐き出しの結果となり、薬物の送達の大きさ
を見積もることを不可能にし、当該薬物による測定可能ないかなる効果も混同する。吹き
返しを避ける粉末又は液体の手動の放出は、高い呼吸頻度又は小さい肺活量の動物、例え
ば、典型的に１分間に９０回の呼吸をするマウス、においては困難である。第２の課題は
、再現性及び／又は一貫性である。現在の技術は、薬物の製剤を分散させるために最低限
の圧力を要する。デバイスは、分散の質と一貫性の両方に影響を与えるその最低を超える
圧力範囲を許容する。要求される最低限の圧力で起こる気流は、肺の深くに吸入されない
大きい粒子サイズのエアロゾルの排出を生成し得る。大きいサイズは、慣性力が大きくな
りすぎ、薬物を積んだ粒子を肺の上気道の分岐に押し込むため、肺の深くに移動すること
が妨げられる。逆に、より高い加圧圧力で起こる気流は、はるかに優れた質のエアロゾル
の放出を生成し得る。これらの放出されたエアロゾルに収まる粒子サイズは、低減され、
それゆえ、肺のより深くに堆積する、はるかに高い可能性を有する。加えられた注射器プ
ランジャの圧力の一貫性の依存性もまた克服することが困難である。点滴注入及び／又は
通気の研究は、手順が手動で実行されるならば、典型的に、動物によって薬物送達のばら
つきにつながり得る複数の動物を関与させる。薬物送達のばらつきの根源は、薬物の効果
の評価をより解釈困難にする。
【００１１】
　実験中の投薬再現は、薬物の製剤が、対象に一貫性のある、再現可能な結果を備えて送
達されることを必要とする。それゆえ、発明者らは、現在使用されている標準的な装置及
び手順が直面する問題を克服する装置、システム及び方法を設計し、製造する必要がある
ことを理解した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　エアロゾル化した粒子を含む、薬物組成物を肺に送達する装置及び方法が開示され、そ
れらを備える薬物送達システムが提供される。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本装置は、動物の呼吸周期を測定し且つ記録し、特に吸入中に、当該呼吸周期の間隔を
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確かめ、動物の呼吸に対する所定の間隔でエアロゾルを送達するように構成されたデバイ
スを有する。本装置は、加速度計、マイク、歪みゲージ及びトランスデューサを含む、種
々のセンサから選択される１つ以上のセンサを有し得るが、これらに限定されない。
【００１４】
　一実施形態において、センサに固有のコンピュータアルゴリズムは、動物の呼吸パター
ンを特徴付け、定量化し、送達を自然な吸入動作と同期させるために、いつ通気を引き起
こすかを判別し得る。一実施形態において、投薬組成物の送達は、吸入に先立って、又は
、その最中に、呼吸周期の異なる部分と同期されてもよい。吸入の持続時間もまた、確認
され、吸入の開始と終了に対する送達の量を判別するために評価されてもよい。一実施形
態において、動物の呼吸の能動的監視は、吸入／吐出の持続時間、呼吸の規則性及び呼吸
周期の他の特徴のデータをも生成する。この実施形態及び他の実施形態において、装置は
、電気機械的なデバイスを採用することにより、通気デバイスを通して、空気を置換する
自動化された駆動機構を備える。一実施形態において、反復可能な駆動力を保証し、反復
可能な排出流量をもたらす、ポンプのピストンを移動させるために、線形ソレノイドも使
用され得る。
【００１５】
　一実施形態において、
　動物配置領域を有すると共に動物を所定位置に固定するように構成され、且つ、呼吸に
よる動物の腹部及び／又は胸部の膨張を検知し、信号を生成し、分析のために、当該信号
をマイクロプロセッサに通信する１つ以上のセンサを備える調節可能なストラップを備え
るプラットフォームと、前記プラットフォームを固定するためのスタンドを含む、搭載手
段とを有する、第１のデバイスと、
　ソレノイドと、注射器ポンプと、粉末貯蔵庫とを備える第２のデバイスであって、前記
ソレノイドは前記注射器ポンプを加圧するオンボードのリレー出力システムによって動作
する、第２のデバイスと、
　を備え、
　前記第２のデバイスは、動物の呼吸パターンを検知するプログラム可能なアルゴリズム
を有するコンピュータインタフェースをさらに備え、前記ソレノイドは、吸入中、前記粉
末貯蔵庫から粉末プルームを放出するために、所定の間隔で、前記注射器ポンプを加圧す
るように動作する、第２のデバイスと、
　を有する、装置が提供される。
【００１６】
　一実施形態において、前記第１のデバイスは、前記動物の呼吸周期から生成される音声
を検知し得る、第２のセンサをさらに有してもよい。この実施形態及び他の実施形態にお
いて、前記装置は、自動化されたオンオフスイッチなどの、出力信号を中継するリレーボ
ードを有する１つ以上のモジュールと、データ獲得ボードをも有してもよい。この実施形
態において、第１のセンサは、第１の入力信号のセットを、前記センサからの前記入力信
号を捉えるデータ獲得ボードを備えて構成された第１のマイクロプロセッサに通信し、第
１のデバイスにおいて、前記第１の信号のセットを処理し、分析し、コンピュータに継続
的に流し、前記ソレノイドを動作させるリレーボードと通信し、所定の間隔で、前記粉末
貯蔵庫に格納された粉末を放出するように、前記注射器を加圧する。
【００１７】
　一実施形態において、前記第１のデバイスは、トランスデューサがその上に搭載された
調節可能なカンチレバーアームを備え、横隔膜の膨張などの、呼吸に関連する生理的変化
を最適に測定するために、動物上の望ましい位置に配置され得る。
【００１８】
　特定の実施形態において、ソレノイドに適合されたエアポンプと、前記エアポンプに適
合可能であると共に、薬物組成物を含有するチャンバとカニューレとを有する、通気又は
点滴デバイスと、動物の呼吸周期から信号を検知し得る１つ以上のセンサと、前記１つ以
上のセンサからの信号を分析し、伝送する、実行可能なアルゴリズム、を有するデータ獲
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得ボードであって、当該実行可能なアルゴリズムは、前記動物の呼吸周期の所定の間隔で
、前記ソレノイドを動作させる命令を含む、データ獲得ボードと、を有する、薬物送達シ
ステムが提供される。一実施例において、前記獲得ボードは、前記システムをモジュール
化するコンピュータ内で、前記センサからの前記信号を処理してもよく、又は、前記ソレ
ノイドに組み込まれたマイクロプロセッサの一部であってもよい。一実施形態において、
前記動物は、麻酔をかけられ、前記システムは、加速度計及びマイクを含む、２つ以上の
センサを有してもよい。
【００１９】
　さらなる実施形態において、例えば、イヌ、ネコ、サル及びマウス又はラットなどのげ
っ歯類を含む、動物に通気する方法が開示される。特定の実施形態において、前記方法は
、動物に麻酔をかけることと、前記通気装置内の動物上又はその付近に１つ以上のセンサ
を配置することと、前記動物の呼吸周期を検知し、分析し、当該動物の吸入間隔で、試験
組成物の用量を投与することと、を含む。代替的な実施形態において、前記方法は、動物
に溶液、懸濁液及び／又は蒸気を吹き込むためにも使用され得る。
【００２０】
　特定の実施形態において、前記動物の呼吸周期を検知し、分析することは、加速度計、
マイク又はトランスデューサなどの１つ以上のセンサを、前記動物上又はその付近に配置
することを含み、１つ以上のセンサは、前記動物からの信号を検知し、当該信号をデータ
獲得ボードに通信し、当該データ獲得ボードを通して、信号は、例えば、オンボードコン
ピュータのマイクロプロセッサ又はプログラム可能なロジックコントローラ（ＰＬＣ）に
よって実行可能なアルゴリズムを使用して、分析され、評価される。
【００２１】
　一実施形態において、マイク、熱電対、歪みゲージ、加速度計などを含むが、これらに
限定されない、１又は複数のセンサからの信号が、前記動物に対して当該センサを最適に
配置するために使用される。この実施形態において、配置情報は、アルゴリズムが前記セ
ンサの出力を検知するコンピュータインタフェースを通して中継される。アルゴリズムは
、例えば、ノイズに対する信号の有効性、ピーク検出、傾き検出、ベースラインノイズな
どの、センサに固有の基準を使用して、前記配置が許容されるかを判別する。センサの配
置は、オペレータによって手動でなされてもよく、又は、モータ、空気圧式及びセンサの
フィードバックを含むコンピュータ制御を用いて自動的になされてもよい。
【００２２】
　一実施形態において、前記方法は、試験される動物をアクセス可能な領域に配置するこ
と、例えば、加速度計、トランスデューサ及び／又はマイクを含む、１つ以上のセンサを
備える調節可能なベルトを備えるプラットフォームに前記動物をストラップで固定するこ
とと、前記動物の呼吸周期から生成される１つ以上の信号を検知する前記１つ以上のセン
サを配置することと、電源を作動させ、前記加速度計が前記動物の呼吸パターンを特徴付
ける所定数の入力信号を検知するように設定することと、吸入中、エアロゾル化した粉末
プルームを前記動物に送達することと、を含む。特定の実施形態において、前記方法は、
前記動物の呼吸頻度及び吸入間隔を判別することと、吸入間隔で、エアロゾル化した組成
物の用量を送達することと、を含む。特定の実施形態において、前記動物は、必要に応じ
て拘束領域を有する前記プラットフォームにストラップで固定され得る。特定の実施形態
において、前記調節可能なベルトは、弾性材料を備え得る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、薬物送達システム又は装置の一実施形態の概略図を描写する。
【図２Ａ】図２Ａは、図１の装置の実施形態の概略図を描写し、動物に配置される加速度
計を備えるストラップに適合されたプラットフォームの実施形態の詳細を説明する。
【図２Ｂ】図２Ｂは、試験管内（ｉｎ　ｖｉｔｒｏ）試験の調査のための装置に適合され
たバルーンマウスシミュレータを示す図２Ａを描写する。
【図３】図３は、ソレノイド及び注射器ポンプシステムを示す図１の一実施形態のデバイ
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スの部品の概略図を描写する。
【図４】図４は、図１の装置に関する機能システムを説明するフローチャートを描写する
とともに、一実施形態の概略図を描写する。
【図５】図５は、図１において説明された装置に適合し、薬物チャンバ又は貯蔵所を含み
、動物に挿管し、粉末剤を送達するためのカニューレを説明する、通気デバイスの一実施
形態を描写する。
【図６Ａ】図６Ａは、構成部品を示す図１において説明された実施形態のプラットフォー
ムの区画の写真であり、付属のバルーンシミュレーションアダプタが、小動物を表すため
に図６Ｂに示されている。
【図６Ｂ】図６Ａは、構成部品を示す図１において説明された実施形態のプラットフォー
ムの区画の写真であり、付属のバルーンシミュレーションアダプタが、小動物を表すため
に図６Ｂに示されている。
【図７】図７は、小さいげっ歯類のための呼吸周期中などの膨張及び収縮を真似ることに
より呼吸をシミュレーションするポンプ（図６Ｂのセットアップ）に接続されたバルーン
を使用して得られた信号である、装置に組み立てられた一実施形態の装置からの出力信号
を示すコンピュータのスクリーンショットである。
【図８】図８は、図１の装置の実施形態の、小さい実験動物とともに使用する線形位置セ
ンサを有する可動カンチレバーアームを描写する、代替的なプラットフォームの実施形態
の概略図である。
【図９】図９は、ステージ上で移動可能なカンチレバーの配置を示す、図８におけるプラ
ットフォームの実施形態の変形された平面図の概略図である。
【図１０】図１０は、薬物送達装置のオペレーティングシステムの機能部品の概略図であ
る。
【図１１】図１１は、ここに記載された装置の実施形態のハードウェア通信システムの概
略図である。
【図１２】図１２は、実験動物とともに使用する一実施例を使用する通気の順序の概略図
である。
【図１３】図１３は、図８及び９において実証されたスプラーグ－ドーリーラットの通気
中に使用された実施形態の装置での通気の調査から得られたデータから生成された出力信
号を示すコンピュータのスクリーンショットである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　ここで開示される実施形態において、通気によって動物に薬物を送達する装置、システ
ム及び方法が開示される。
【００２５】
　図１乃至７において説明される実施例において、マウス及びラットを含む、小動物に気
管内エアロゾルを投与するインタラクティブなシステム及び方法を備えた通気装置が開示
される。装置１０は、乾燥粉末、懸濁液又は液体形式のエアロゾルを送達するために使用
され得る。一実施形態において、装置１０は、例えば、マウス又はスプラーグ－ドーリー
ラットに、研究及び開発における試験薬物製剤を送達するために、乾燥粉末エアロゾルを
用いて通気するように用いられ、イヌ、ネコ、モルモット、ハムスター、サルなどを含む
、動物用の医薬品における小動物の試験のために使用され得る。
【００２６】
　この実施形態及び図１に示されているように、通気装置１０は、スタンドと、マウス又
はラットを含む動物を配置するプラットフォーム１４（図２Ａ及び２Ｂ）と、可動で調節
可能なリテイナ９と、データ取得システム（図示されていない）と、加速度計及び／又は
マイクなどのセンサ１５を有するストラップ１３と、小さい体積のエアポンプ１６（図３
）に適合したソレノイド１７と、カニューレ２８に適合した粉末貯蔵庫から予め計量され
た量の粉末を分散する単位用量再利用可能通気デバイス（図５）と、を備える。この実施
形態において、装置は、音声信号、気流、胸部又は横隔膜の膨張信号などを含む、呼吸信
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号を監視する、マイク及び加速度計１９などのセンサ１８を備える。特定の実施形態にお
いて、装置は、トランスデューサ、歪みゲージ、圧力ゲージ又はサーミスタを含むが、こ
れらに限定されない、動物からの異なる種類の信号を検知するために使用し得る、単一の
センサ又は複数のセンサを有していてもよい。
【００２７】
　図４は、本明細書による一実施形態の概略図であり、装置１０の種々の部品の間の物理
的及び／又は電子的相互作用の一例を説明するが、装置１０は、２つのセンサ、すなわち
、腹部の膨張を検知するための加速度計１９であり得る第１センサ、及び、例えば、動物
の呼吸周期から生成される呼吸音を検知する小型マイク１９である第２センサを備える。
この実施形態において、第１センサ１８及び第２センサ１９から生成される両方の種類の
信号がデータ獲得ボード２２に中継されるが、当該データ獲得ボードは、異なる種類の信
号を受信し、それらをリアルタイムの呼吸の監視分析を備え、動物の呼吸周期の能力を分
析するソフトウェアインタフェースに流す。装置１０は、センサからの特徴的な電気信号
を動物の呼吸に関連づけるためのソフトウェアアルゴリズムで制御されている。図４は、
通気動作が試験又は治療手順の最中に用量を投与することが必要とされたときに、自動的
にソレノイドを動作させるため、データ獲得ボード２２からの出力信号が、注射器ポンプ
１６に適合したソレノイド１７を動作させる自動化されたポンプコントローラ２６に送信
されることも示している。
【００２８】
　この実施形態及び他の実施形態において、ソレノイド１７によるエアポンプ１６の動作
は、ハードウェア及びソフトウェアアルゴリズムの特徴の選択に基づいて、一定又は可変
の力のレベルをはたらかせるようにも制御され得る。一実施形態において、自動化された
エアポンプ１６のトリガは、実行可能なアルゴリズムによって制御され、呼吸周期中の任
意の時点において動作され得る。これは、呼吸周期中の特徴から、又は、吸入、吐出若し
くは呼吸周期中の他の目印の予測の方法で、ポンプのオフセットをトリガすることを許容
する。この実施形態において、最適な動作は、動物の吸入期間の開始時であることが予期
される。一実施形態において、用量及び動物に応じて、単一又は複数の短いバーストで、
単一の、若しくは複数の連続的な、又は不連続的な吸入の間、エアロゾルの送達が起こる
。
【００２９】
　図１乃至５に開示されている実施例において、図１は、動物スタンド１２、１４及びソ
レノイド１７で駆動されるハンドポンプ１６を描写する。図２は、プラットフォーム１４
と、動物を保持する調節可能なバーデバイス９と、センサ１９を含む動物ストラップ１３
と、を備える、図１に描かれている動物スタンドの拡大を提供する。この特定の実施形態
においては、動物スタンド１４は、マイクスライド２０と、ブラケット２１と、マイク１
８と、ぶら下げワイヤ及びネック支持ポスト９と、調節可能なストラップ１３のマウント
と、それに搭載された加速度計１９を備えたストラップとを備える。この実施形態におい
ては、ラットは、切歯によってワイヤ９からぶら下げられることが意図され、ネックポス
トは、動物の首の後部に対する支持及び位置合わせを提供する。ストラップ１３及び加速
度計１９は、動物の呼吸周期を検知するため、胸腹領域の横隔膜上に配置されるように設
計されている。マイク１８は、呼吸周期を監視することができるように、動物の鼻付近に
配置されている。データは、データ獲得ボード２２上のアナログポートによってマイク１
８及び加速度計１９から集められ、加速度計及びマイクの両方の信号を動物の呼吸パター
ンを記述する情報に変換する実行可能なアルゴリズムが実行される。
【００３０】
　図２Ｂは、通気装置の試験管内の試験のためのアダプタを備え、アダプタの中央に配置
されたバルーンを備え、小動物の呼吸パターンをシミュレーションするため、所定の間隔
でバルーンを膨張させるエアポンプに接続された、図２Ａの実施形態である。一実施形態
において、エアポンプは、コンピュータプログラムによって自動的に制御される。
【００３１】
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　図３は、図１の自動化されたポンプの実施形態の拡大又はより詳細な図を提供する、実
施形態の図面である。自動化されたエアポンプのアセンブリ１６は、調節可能なバネ復帰
ハンドポンプと、ソレノイド１７搭載シリンダと、ソレノイド２４とを有する。一実施形
態において、ハンドポンプ１６の放出体積は、通気手順中に動物の肺の過加圧を低減する
ため、動物の通常の又は一回呼吸の体積より小さい体積に調節され得る。小動物のために
、通気される動物に応じて、エアポンプは、５ｍｌ未満、３ｍｌ未満、２ｍｌ未満又は１
ｍｌ未満の体積を放出し得る。一実施形態において、注射器ポンプ１６によって送達され
る加圧された空気の体積は、約０．２５ｍｌから約１．５ｍｌ、又は、約１から１．５ｍ
ｌである。特定の実施形態において、動物及び投与される用量のサイズに応じて、３ｍｌ
より大きい体積の空気が送達され得る。一実施形態において、注射器ポンプは、力が一貫
した方法で加えられるため、反復可能な方法及び一貫した力のプロファイルという結果を
生成する、ソレノイドアセンブリによって駆動される。自動化されたエアポンプのアセン
ブリは、使用時に通気デバイスからの用量の内容を送達する典型的な吸入器に必要とされ
る空気の体積を減少させ、通気後の投与量の吹き返しを限定する。
【００３２】
　図４は、自動化に必要とされる順序を示すブロック図を特に描写する。この実施形態に
おいて、装置１０は、ソフトウェアインタフェース上の実行ボタンを押すことによって活
性化され得る。装置１０の動作トリガによって、加速度計１９及びマイク１８の両方から
の信号の収集が開始される。加速度計１９からのアナログ信号は、データ獲得ボード２２
より前で処理される。センサ１８及び１９のそれぞれからのアナログ信号は、データ獲得
ボード２２に伝送され、当該データ獲得ボードは、更なる処理及びリアルタイム分析のた
め、当該信号を、コンピュータ又はＰＬＣのソフトウェアに伝送する。ソフトウェアの命
令セットを用いて、センサ１８及び１９のそれぞれからの信号は、例えば、吸入の持続時
間、吐出の持続時間、１分間あたりの呼吸数、呼吸頻度の変化、一回呼吸の体積などの、
関連するパラメータにより、動物の呼吸パターンを記述する信号に変換される。コンピュ
ータソフトウェア２９の命令は、動物の吸入動作の開始を迅速に特定することを可能にし
、単一の吸入の終わりに先立って、ポンプを動作させ、薬物の液体、懸濁液又は粉末を放
出させる。特定の実施形態において、薬物の量が１回の吸入で投与され得る体積を超過す
るならば、所定数の連続的な吸入により、又は、１回以上の吸入を飛ばし得る所定の間隔
で、当該薬物を投与することが可能である。
【００３３】
　前述したように、通気システムは、気管内通気法により、液体、懸濁液及び乾燥粉末を
投与するために使用され得る。図５は、単一の用量の再使用可能な通気デバイス３０の実
施形態を描写し、当該通気デバイスは、げっ歯類通気システムなどの小動物で使用するた
めに、エアポンプ１６と直列に、装置１０に適合され得る。この実施形態において、通気
デバイス３０は、乾燥粉末を含む、異なる種類の組成物を投与するように設計され、注射
器３０の形式で、実質的に円筒形の本体を備える。一実施形態において、通気デバイス３
０は、短い管１７ａによって自動化されたエアポンプ１６に接続し得る。当該デバイスは
、通気される薬物組成物への静的影響を軽減する金属を含む材料で作られ得る。通気デバ
イス３０は、粉末組成物を含有する１つ以上のバルブを備えたチャンバ１５をさらに有す
る。代替的な実施形態において、チャンバ１５は、点滴に使用される液体又は懸濁液の貯
蔵庫を有し得る。通気デバイス３０の先端は、平滑化されたカニューレ２８を備え、当該
カニューレは、麻酔をかけられた動物に直接挿管するために使用される。動物に挿管され
ると、カニューレの平滑末端は、通気される薬物組成物の肺堆積を確実にするため、気道
の気管領域の竜骨付近に達するまで、動物の口を経由して位置決めするために用いられる
。図５は、注射器ポンプ１６のピストンが引っ込むときにポンプに空気が入ることを可能
にする空気導入口３２と、送達に先立って空気の取り込み及びチャンバ１５内での粉末の
封じ込めを調整する１つ以上のバルブ（図示されていない）と、をさらに備える通気デバ
イス３０をも説明する。さらに、チャンバ１５は、個々の投与単位毎の交換を提供するた
めに、カニューレ２８とともに、又は、それを伴わずに、短い管１７ａから除去されても
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よい。
【００３４】
　別の実施形態において、通気装置は、ストラップで固定され又は拘束される必要のない
動物に使用するためのプラットフォーム４０を備える。図８及び９に示されているこの実
施形態において、プラットフォーム４０は、ベース４４と、プラットフォーム４０を保持
するように構成された、ヒンジ４８に適合された支持梁４６、４６’と、エアポンプを保
持し且つ支持するシャフト４５と、ソレノイドと、通気デバイスと、を備えるスタンド４
２上に搭載されている。この実施形態において、プラットフォーム４０は、ベース４４上
に構成されたスタンド４３によって支持され、通気される動物のサイズに応じて異なる位
置に移動させられ得るカンチレバーアーム５２を含む調節可能なステージアセンブリ５０
を備えるように構成されている。一実施形態において、アーム状の構造５２は、旋回、回
転又は展開するため、ジョイントを通してプラットフォーム４０に接続され、動物の腹部
を覆うように配置され得る。図９は、図８及び９において示されるプラットフォームに適
合される、図１で説明された装置の一部分の変形平面図である。図８及び９において示さ
れるように、センサ５４は、トランスデューサ、特にピン５６を含むリニアセンサピン５
４と、ワイヤポスト５８、５８’と、例えば、ラットをその切歯によって保持する、ワイ
ヤ６０と、動物にセンサを配置し且つ調節するステージを調節又は移動するネジ６２と、
を備える。この実施形態において、ネジ６２は、垂直な平面上でカンチレバーアームを上
下に移動させる。特定の実施形態においては、プラットフォーム４０は、センサ５４、マ
イク、サーミスタ、トランスデューサ又は加速度計を含む、複数のセンサを有するロボッ
トアームに適合され得る。
【００３５】
　特定の実施形態において、プラットフォーム４０は、プラットフォームの上端に除去可
能に取り付けられ得るノーズコーン５７をさらに有してもよい。ノーズコーン５７は、動
物が麻酔をかけられた状態の維持のため、挿管が通過することを可能にするマウントとし
ての役割を果たし得る。
【００３６】
　代替的な実施形態において、カンチレバーアーム上のセンサは、加速度計又は他の種類
の感知デバイスを備えてもよい。センサ５４は、動物からの呼吸信号を監視するため、ア
ームの末端に位置してもよい。図８は、通気装置のスイベルアーム状の部品を備えた実施
形態を描写する。代替的な実施形態において、プラットフォーム４０は、加速度計を備え
るロボットアームを有する。
【００３７】
　図１０は、薬物送達装置の１つのオペレーティングシステムの機能部品の概略図である
。図１０に示されているように、動物から生成された入力信号７０は、プログラムがセン
サ７２の位置決めを開始すると、センサ７４によって検知される。この信号は、センサか
らデータ獲得ボードに伝送され、コンピュータで処理される。センサ７６が適切な位置で
あると判別されたならば、信号は処理され、ベースラインの呼吸データ７８として出力さ
れる。センサが動物上に適切に配置されていないと判別されたならば、当該センサは、許
容されるベースラインの信号が得られるまで調整される（７９）。ベースラインの呼吸信
号が適切に検知されたとき、投与が開始し得る（８０）。センサ出力がオンボードシステ
ム８２によって検知され（８１）、信号が吸入の開始を示しているかが判別される。信号
が吸入からではないならば、それに基づいてシステムがエアポンプ８４を活性化するソレ
ノイドの動作をトリガし得る吸入を検知するまで、システムは監視を続ける。一実施形態
において、通気システムは、単一の用量の送達８６のために設定され得る。複数の用量が
投与され、又は反復して投与されるならば、システムは、それが最後のトリガ８６である
かを照会する。最後のトリガでなければ、システムは、全用量が送達されるまで吸入信号
を検知し続け、出力データ８８が画面に表示され、印刷され又はマイクロプロセッサ若し
くはコンピュータシステムに保存される。
【００３８】
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　図１１は、特許請求に係る装置の一実施形態のハードウェア通信システムの概略図であ
る。マイク、加速度計、サーミスタ又はトランスデューサであり得るセンサ９０は、信号
をデータ獲得ボード９１に送信するが、当該センサは、マイクロプロセッサ又はコンピュ
ータモジュールの一部であってもよい。データ獲得ボード９１からの信号は、センサの配
置及び／又は用量を検知し、且つ、動物の呼吸パターン及び適切なセンサの配置に関する
出力もコンピュータ９５に通信する、処理アルゴリズム９２を用いて処理され、分析され
る。処理アルゴリズム９２は、動物からの吸入情報９４も分析し、吸入が検知されたなら
ば、更なる動作のため、当該情報をデータ獲得ボード９６に送信する。データ獲得ボード
は、通気のトリガが必要とされるかを判別し、もしそうであれば、動物が吸入を開始する
ように、ソレノイド９８を動作させ、且つ、エアポンプに通気を開始するように、リレー
ボード９７に指示する。
【００３９】
　図１２は、実験小動物、例えば、ラット又はマウスに使う例示的な実施形態の装置を使
用する通気の調査を実行するために必要とされるステップの順序を要約する概略図である
。
【００４０】
　前述の開示は、例示的な実施形態である。ここにおいて開示された技術は、本開示の実
施において良好に機能する代表的な技術を明らかにすることが、当該技術分野における通
常の知識を有する者によって理解されるべきである。しかし、当該技術分野における通常
の知識を有する者は、本開示に照らし、開示された特定の実施形態において多数の変更が
可能であり、本発明の本質及び範囲から離れることなく、同様の、又は、類似の結果がま
だ得られることを理解すべきである。
【００４１】
　実施例１
　測定用量の粉末組成物の監視及び送達
　図６Ａ及び６Ｂの写真は、小動物に使用することが意図されている実際の装置のセット
アップを描写し、この例では、当該装置は、ラット又はマウスなどのげっ歯類に使用する
ように設計された。図６Ａは、プレキシガラスと、金属スタンドと、プラットフォームか
らなる通気システムのプロトタイプを描写する。図６Ａ及び６Ｂに示されているように、
プラットフォームを保持する支持部を有する搭載手段に取り付けられたルーサイトプラッ
トフォームから構成されている、スタンドの一部が見られる。試験目的のため、この吸入
装置は、呼吸中のラット又はマウスの腹部／胸部の変位運動をシミュレーションするため
に、加速度計のストラップの下に搭載されたバルーンを用いて説明されている。バルーン
は、プラットフォームに固定され、通気手順のシミュレーションを受けるためにある。バ
ルーンは、通気されるプロセスにあるであろう動物の腹部と同じ位置に配置されていた。
この構成は、ストラップの中央に搭載された加速度計によって捉えられる信号を評価する
ことを可能とする試験としての役割を果たすためのものである。バルーンは、加圧空気源
及び三方弁に接続され、小動物の呼吸パターンを模倣するため、周期的に膨張及び収縮さ
れ得る。
【００４２】
　バルーンを用いた実験から獲得された図７のスクリーンショットは、加速度計から集め
られ、画面に表示された、データのプロットを伴う制御インタフェースを示す。信号は、
バルーンの静止時のベースラインによって特徴づけられる。バルーンの素早い膨張及び収
縮のとき、加速度計は、素早く変化する振動信号を測定する。システムは、第２デバイス
のソレノイドを動作させるように設定され、エアポンプ（図示されていない）は、シミュ
レーションされる吸入中、所定の間隔で粉末貯蔵庫から粉末を放出するため、注射器ポン
プに圧力を加える。
【００４３】
　実施例２
　ラットでの通気実験
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　スプラーグ－ドーリー（Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙ）ラットがこれらの実験で使用
された。ラットは、図５及び８に示されている通気アセンブリを使用し、図１２に記載さ
れた方法及びラットの体重１ｋｇあたり５ｍｇの乾燥粉末組成物を使用して、麻酔をかけ
られ、挿管され、監視された。それぞれのラットへの用量の投与は、システムによって検
知される自然な吸入中に、システムによってトリガされた。これらの実験から集められた
データは、挿管及び吸入のプロセスが、一貫した方法での吸入中に（データは示されてい
ない）、中性子活性化二酸化セリウム（ＮＭ－２１２、比活性は、５．７μＣｉの１４１

Ｃｅ／ｍｇ　ＣｅＯ２）の用量のラットへの送達で達成可能であったことを示している。
表１は、この調査から得られたデータを説明する。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　表１のデータは、本明細書において、装置によって検知された呼吸周期が０．５秒より
大きいことを示す。具体的には、当該データは、呼吸周期が検知されたラットが、約６２
から約３００ミリ秒継続する吸入で、０．６８から１．５２秒の間の間隔で呼吸していた
ことを示す。
【００４６】
　図１３は、スプラーグ－ドーリーラットの吸入中に、ここに記載された、実施形態の装
置での吸入調査から得られたデータから生成された出力信号を示すコンピュータのスクリ
ーンショットである。図１３から理解されるように、ラットに対するそれぞれの呼吸周期
は、図８及び９に記載された線形位置センサで集められたデータのリアルタイムプロット
における谷から谷で示される。
【００４７】
　前述の開示は、例示的な実施形態である。ここにおいて開示された技術は、本開示の実
施において良好に機能する代表的な技術を明らかにすることが、当該技術分野における通
常の知識を有する者によって理解されるべきである。しかし、当該技術分野における通常
の知識を有する者は、本開示に照らし、開示された特定の実施形態において多数の変更が
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可能であり、本発明の本質及び範囲から離れることなく、同様の、又は、類似の結果がま
だ得られることを理解すべきである。
【００４８】
　そうでないことが示されない限り、本明細書及び請求の範囲において使用されている分
子量、反応条件などの成分の量、性質を表す全ての数字は、全ての場合において、「約」
（ａｂｏｕｔ）という用語によって修飾されているように理解されるべきである。従って
、逆に示されない限り、本明細書及び付属の請求の範囲において説明される数字のパラメ
ータは、本発明によって得られることが求められた好ましい性質によって変化し得る近似
である。最低でも、且つ、請求の範囲に対する均等論の適用を限定する意図としてではな
く、それぞれの数字のパラメータは、少なくとも、報告された有効数字の数に照らして、
通常の丸め技術を適用することによって解釈されるべきである。本発明の広い範囲を説明
する数字の範囲及びパラメータは近似であるにもかかわらず、特定の例において説明され
た数字の値は、可能な限り正確に報告されている。しかし、どの数字の値も、個々の試験
の測定において発見される標準偏差の結果として必然的に生じる特定の誤差を本質的に含
む。
【００４９】
　（特に以下の請求の範囲の）本発明を記載する文脈において使用される「ａ」、「ａｎ
」、「ｔｈｅ」という単語及び類似の指示対象は、そうでないことがそこで示されるか、
又は、文脈によって明らかに矛盾しない限り、単数及び複数の両方を含むと理解されるべ
きである。本明細書における値の範囲の列挙は、当該範囲に収まる個々の値に言及する短
縮方法としての役割を果たすことが意図されているにすぎない。本明細書においてそうで
ないことが示されない限り、個々の値は、個々に列挙されているかのように、明細書に取
り込まれる。本明細書に記載された全ての方法は、そうでないことがそこで示されるか、
又は、文脈によって明らかに矛盾しない限り、任意の適切な順序で実行され得る。本明細
書において提供された任意の全ての例、又は、例示的な言葉（例えば、「など」（ｓｕｃ
ｈ　ａｓ））の使用は、本発明をより明確にすることが意図されているにすぎず、そうで
ないことが請求されない限り、本発明の範囲に限定を課すものではない。本明細書におけ
る全ての用語は、請求されていない本発明の実施に必須の要素を示すと解釈されるべきで
ない。
【００５０】
　本明細書で開示された本発明の代替要素又は実施形態のグループ分けは、限定するもの
と解釈されるべきではない。それぞれのグループのメンバーは、個々に、又は、当該グル
ープの他のメンバー若しくは本明細書で理解される他の要素との任意の組合せで参照され
、且つ、請求され得る。グループの１つ以上のメンバーは、利便性及び／又は特許性の理
由により、グループに含まれ、又は、グループから削除されてもよいことが予期される。
このような任意の包含又は削除が起こるとき、本明細書は、修正されたグループを含むと
みなされ、それゆえ、付属の請求の範囲において使用される全てのマーカッシュグループ
の記載を満たす。
【００５１】
　発明を実施するために発明者に知られているベストモードを含む、この発明の特定の実
施形態が、本明細書に記載されている。当然、上記の記載を読めば、これらの記載された
実施形態の変形が、当該技術分野における通常の知識を有する者にとって明らかになる。
発明者は、当業者がこのような変形を適切に利用することを予期し、且つ、発明者は、本
明細書において特に記載されたことを超えて、本発明が異なる形態で実施されることを意
図している。従って、この発明は、適用される法が許容するように、以下に付属する請求
の範囲に列挙された主題の全ての変形及び均等を含む。さらに、全ての可能な変形におけ
る上述の要素の任意の組合せは、そうでないことがそこで示されるか、又は、文脈によっ
て明らかに矛盾しない限り、本発明に含まれる。
【００５２】
　さらに、本明細書の全体を通して、特許及び刊行物に多数の参照がなされてきた。上述
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の参照及び刊行物は、個々に、それらの全体が、ここにおいて、取り込まれる。
【００５３】
　本明細書において開示された特定の実施形態は、請求の範囲において、「からなる」（
ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）及び／又は「本質的に～からなる」（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎ
ｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）という言葉を使用してさらに限定され得る。請求の
範囲において使用されるとき、出願されたように、又は、修正ごとに追加されたように、
「からなる」（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）という移行用語は、請求の範囲で示されて
いない全ての要素、ステップ又は成分を除外する。「本質的に～からなる」（ｃｏｎｓｉ
ｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）という移行用語は、請求の範囲を、示され
た材料又はステップ、及び、基本的且つ新規な特徴に実質的に影響を与えないものに限定
する。このように請求される本発明の実施形態は、本質的に又は明示的に、本明細書にお
いて、記載され、利用可能とされる。
【００５４】
　最後に、本明細書において開示された本発明の実施形態は、本発明の本質の例示である
ことが理解されるべきである。実施され得る他の変更は、本発明の範囲内にある。このよ
うに、限定ではなく、例の方法として、本発明の代替的な構成が、本明細書における教示
によって利用され得る。したがって、本発明は、説明され且つ記載された通りに、厳密に
は限定されない。
【００５５】
　（付記）
　（付記１）
　ソレノイドに適合されたエアポンプと、
　前記エアポンプに適合され、カニューレと、薬物組成物を含有するチャンバと、を備え
る、薬物送達デバイスと、
　麻酔をかけられた動物の呼吸周期を検知する１つ以上のセンサと、
　前記１つ以上のセンサからの信号を分析し、伝送し、動物の呼吸パターンを判別し、表
示する実行可能なアルゴリズム、を有するデータ獲得ボードであって、前記実行可能なア
ルゴリズムは、前記麻酔をかけられた動物の呼吸周期に対応する所定の間隔で、前記ソレ
ノイドを動作させる命令を含む、データ獲得ボードと、を備える、
　薬物送達システム。
　（付記２）
　動物の呼吸を検知するように構成された第２のセンサを有する、
　付記１に記載のシステム。
　（付記３）
　前記１つ以上のセンサは、加速度計、マイク、サーミスタ、トランスデューサのうちの
少なくとも１つである、
　付記１又は２に記載のシステム。
　（付記４）
　前記１つ以上のセンサは、マイクである、
　付記１乃至３のいずれか１つに記載のシステム。
　（付記５）
　呼吸による動物の腹部及び／又は胸部の膨張を検知し、入力信号を生成し、分析のため
に、当該入力信号をマイクロプロセッサに通信する１つ以上のセンサを備える調節可能な
ストラップを備える、動物配置領域を有するプラットフォームを備える、第１のデバイス
と、
　ソレノイドと、注射器ポンプと、粉末貯蔵庫と、を備える第２のデバイスであって、前
記ソレノイドは前記注射器ポンプを加圧するオンボードのリレー出力システムによって動
作する、第２のデバイスと、
　を備え、
　前記第２のデバイスは、動物の呼吸パターンを検知し、分析し、命令を送信するプログ
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ラム可能なアルゴリズムを有するコンピュータインタフェースをさらに備え、吸入中、所
定の間隔で、前記注射器ポンプを加圧するために前記ソレノイドを動作させる、
　装置。
　（付記６）
　前記プラットフォームを固定する搭載手段をさらに備える、
　付記５に記載の装置。
　（付記７）
　前記第１のデバイスは、動物の呼吸を検知するように構成された、第２のセンサをさら
に備える、
　付記６に記載の装置。
　（付記８）
　前記１つ以上のセンサは、加速度計、マイク、サーミスタ、トランスデューサのうちの
少なくとも１つである、
　付記５乃至７のいずれか１つに記載の装置。
　（付記９）
　前記１つ以上のセンサは、マイクである、
　付記５乃至８のいずれか１つに記載の装置。
　（付記１０）
　ソレノイドに適合された自動化されたエアポンプの注射器を備える通気装置に動物を配
置することと、
　前記動物の呼吸信号を検知するために、当該動物上又はその付近に、前記呼吸信号を検
知し、伝送し、データ獲得ボードと通信するように構成された１つ以上のセンサを配置す
ることと、
　実行可能なアルゴリズムを有するマイクロプロセッサを使用してリアルタイムで前記動
物の呼吸頻度及び周期を判別し、分析するために、当該動物の呼吸周期からの前記呼吸信
号を分析することと、
　前記動物の呼吸周期に対応する吸入の所定の間隔で、所定の力を生成するために、前記
ソレノイドを動作させることによって、試験組成物の用量を吸入間隔で投与することと、
を含む、
　通気方法。
　（付記１１）
　前記通気装置は、カニューレと、薬物組成物を含有するチャンバと、を備える通気デバ
イスをさらに備える、
　付記１０に記載の方法。
　（付記１２）
　前記１つ以上のセンサは、加速度計、マイク、サーミスタ又はトランスデューサである
、
　付記１０に記載の方法。
　（付記１３）
　前記１つ以上のセンサは、マイクである、
　付記１０に記載の方法。
　（付記１４）
　前記動物は、麻酔をかけられている、
　付記１０乃至１３のいずれか１つに記載の方法。
　（付記１５）
　前記ソレノイドを動作させることは、プログラム可能なアルゴリズムを有するコンピュ
ータインタフェースからの信号から実行される、
　付記１０乃至１４のいずれか１つに記載の方法。
　（付記１６）
　前記ソレノイドを動作させることは、前記試験組成物の前記用量を放出する前記エアポ
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ンプの注射器において空気圧を発生させる、
　付記１０乃至１５のいずれか１つに記載の方法。
　（付記１７）
　前記動物に、前記通気デバイスから前記カニューレを挿管すること、をさらに含む、
　付記１１に記載の方法。
　（付記１８）
　前記動物上又はその付近に前記１つ以上のセンサを配置することは、自動化されている
、
　付記１０乃至１７のいずれか１つに記載の方法。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】

【図３】

【図４】

【図５】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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